
 
 
  

  

 

広報ふかうら（お知らせ版）  令和３年１月１５日発行 

発行／青森県深浦町  編集／総合戦略課 №３７９ 

  

 

 

    

生
活
習
慣
病
の
予
防
・
改
善
を
す
る

た
め
に
は
、
よ
い
食
生
活
が
大
切
で

す
。
食
に
関
す
る
講
話
と
調
理
実
習
を

行
う
教
室
を
開
催
し
ま
す
。 

地
域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
、
参
加
し

ま
せ
ん
か
。 

◆
実
施
日
・
場
所 

【
広
戸
】 

 
１
月
22
日(

金) 

10
時
～ 

 

広
戸
福
祉
セ
ン
タ
ー 

【
驫
木
】 

２
月
８
日(
月) 

10
時
～ 

驫
木
多
目
的
集
落
セ
ン
タ
ー 

◆
申
込
方
法 

 

地
域
の
保
健
協
力
員
ま
た
は
、
深
浦

町
健
康
推
進
課
へ
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。 

◆
参
加
時
の
注
意 

教
室
は
、
感
染
対
策
を
し
た
う
え
で

実
施
し
ま
す
が
、
当
日
は
自
宅
で
検
温

し
、
37
．
５
度
以
上
の
発
熱
や
咳
な
ど

の
風
邪
症
状
が
あ
る
場
合
は
、
参
加
を

お
控
え
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
マ
ス
ク
の

着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。 

な
お
、
今
後
の
状
況
に
よ
り
、
中
止

等
の
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
参
加
希
望

の
皆
様
へ
連
絡
し
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

健
康
推
進
課 

℡ 

82-

０
２
８
８ 

    

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
規
定
に
よ

り
、
家
畜
を
飼
養
す
る
者
は
、
毎
年
、

飼
養
状
況
を
定
期
報
告
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

対
象
の
家
畜
を
飼
養
し
て
い
る
方

は
、
忘
れ
ず
に
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
対
象
の
家
畜 

牛
（
肉
用
牛
に
つ
い
て
は
個
別
の
報

告
は
不
要
で
す
。
）
、
馬
、
豚
、
ヤ
ギ
、

羊
、
い
の
し
し
、
鹿
、
に
わ
と
り
（
青

森
シ
ャ
モ
ロ
ッ
ク
、
比
内
地
鶏
、
烏
骨

鶏
、
軍
鶏
、
チ
ャ
ボ
、
声
良
鶏
、
金
八

な
ど
含
む
）
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
、
七
面
鳥
、
だ
ち
ょ
う 

◆
報
告
い
た
だ
く
内
容 

 

令
和
３
年
２
月
１
日
時
点
で
飼
養
し

て
い
る
家
畜
の
種
類
及
び
頭
羽
数 

 

◆
報
告
方
法 

 

役
場
農
林
水
産
課
に
お
越
し
い
た

だ
き
報
告
い
た
だ
く
か
、
電
話
に
て
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。 

◆
報
告
期
限 

 

２
月
19
日
（
金
） 

□
報
告
・
問
合
せ
先 

 

農
林
水
産
課 

農
業
振
興
係 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

    

労
働
基
準
監
督
署
で
は
「
時
間
外
労

働
の
上
限
規
制
」
や
「
年
次
有
給
休
暇

の
取
得
義
務
化
」
な
ど
の
働
き
方
改
革

関
連
法
の
内
容
説
明
の
ほ
か
、
日
頃
の

労
務
管
理
上
の
疑
問
の
解
決
を
目
的

と
し
た
個
別
支
援
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
労
務
調
査
と
は
異
な
り
ま
す
の
で

是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

□
申
込
先
・
問
合
せ
先 

 

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署 

労
働
時
間
相
談
・
支
援
班 

 

℡ 

０
１
７
３-

35-

２
３
０
９ 

 

「
地
区
栄
養
教
室
」
を 

開
催
し
ま
す 

家
畜
飼
養
者
の
皆
様
へ 

～
定
期
報
告
の
お
願
い
～ 

働
き
方
改
革
を 

個
別
訪
問
で
支
援 
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◆
交
通
事
故
等
に
あ
っ
た
と
き 

交
通
事
故
や
暴
力
等
、
第
三
者(

自

分
以
外
の
人)

の
行
為
に
よ
っ
て
負
傷

さ
れ
、
被
保
険
者
証
を
使
っ
て
治
療
を

受
け
た
と
き
は
、
必
ず
お
住
ま
い
の
市

町
村
へ
届
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
自
損
事
故
や
、
業
務
中
の
事

故
で
労
災
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
も

届
出
が
必
要
で
す
。 

◆
医
療
費
通
知
に
つ
い
て 

国
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成
30
年

１
月
１
日
か
ら
医
療
費
通
知
を
確
定

申
告
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
広
域
連
合
か
ら
お
送
り
す
る
医

療
費
通
知
に
は
自
己
負
担
相
当
分
を

記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
時

の
医
療
費
控
除
に
も
ご
活
用
い
た
だ

け
ま
す
。 

な
お
、
対
象
と
な
る
期
間
が
令
和
２

年
１
月
診
療
分
か
ら
令
和
２
年
12
月

診
療
分
と
な
る
こ
と
か
ら
、
通
知
書
が

お
手
元
に
届
く
の
は
令
和
３
年
２
月

末
頃
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
お

願
い
し
ま
す
。 

◆
か
か
り
つ
け
医
・
か
か
り
つ
け
薬
局

を
持
ち
、
お
薬
手
帳
は
１
冊
に
ま
と
め

ま
し
ょ
う 

「
か
か
り
つ
け
医
」
が
あ
る
と
、
体

質
や
持
病
を
理
解
し
た
上
で
助
言
し

て
く
れ
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
専
門
医

を
紹
介
し
て
く
れ
た
り
す
る
の
で
安

心
で
す
。 

ま
た
、「
か
か
り
つ
け
薬
局
」
が
あ
る

と
、
薬
歴
（
薬
の
服
用
記
録
）
管
理
や

飲
み
合
わ
せ
に
よ
る
副
作
用
の
防
止
、

多
剤
処
方
に
よ
る
健
康
被
害
の
リ
ス

ク
軽
減
な
ど
、
健
康
管
理
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
く
れ
ま
す
。 

複
数
の
「
お
薬
手
帳
」
は
、
１
冊
に

ま
と
め
て
管
理
し
や
す
く
し
ま
し
ょ

う
。 

□
問
合
せ
先 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

℡ 

０
１
７-

７
２
１-

３
８
２
１ 

 

    

令
和
３
年
４
月
か
ら
使
用
す
る
農

業
用
免
税
軽
油
使
用
者
証
・
免
税
証
の

交
付
申
請
を
次
の
と
お
り
仮
受
付
し

ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
必
要
書
類
を

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
令
和
３
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
免
税
軽
油
制
度
が
継
続
さ
れ
な
い

場
合
は
、
免
税
証
は
交
付
で
き
ま
せ

ん
。
制
度
が
継
続
さ
れ
た
場
合
に
、
仮

受
付
を
行
っ
た
方
に
免
税
証
を
４
月

上
旬
に
交
付
す
る
予
定
で
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

 

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
予
防
の
た
め
、
マ
ス
ク
着
用
等
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

◆
日 

時 
 

１
月
４
日
（
月
）
～
１
月
29
日
（
金
）

９
時
～
15
時
ま
で 

◆
場 

所 

 

青
森
県
五
所
川
原
合
同
庁
舎 

(

警
察
署
隣) 

県
税
部
内
（
五
所
川
原
市
栄
町
10
）

  

◆
必
要
書
類
等 

①
印
鑑
（
認
め
印
） 

②
耕
作
証
明
書
（
各
市
町
の
農
業
委
員

会
で
発
行
し
た
も
の
） 

③
免
税
軽
油
使
用
者
証
（
初
め
て
申
請

す
る
方
を
除
く
） 

④
返
信
用
郵
便
切
手
４
１
４
円
分 

⑤
使
用
機
械
の
譲
渡
証
明
書 

（
初
め
て
申
請
す
る
方
及
び
使
用
者

証
登
録
機
械
に
追
加
の
あ
る
方
の
み
）

⑥
県
証
紙
４
０
０
円
分 

（
初
め
て
申
請
す
る
方
、
使
用
者
証
の

有
効
期
限
が
切
れ
る
方
、
使
用
者
証
登

録
機
械
に
変
更
の
あ
る
方
、
使
用
者
証

を
紛
失
し
た
方
） 

 

そ
の
他
、
必
要
書
類
等
に
関
す
る
問

合
せ
は
、
次
の
連
絡
先
ま
で
お
電
話
く

だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

西
北
地
域
県
民
局 

県
税
部
課
税
課 

 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
１
１
１ 

（ 

内
線
２
０
７
） 

 

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
の
み
な
さ
ま
へ 

農
業
用
免
税
軽
油
使
用
者
証
・

免
税
証
の
交
付
申
請
仮
受
付 
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国土交通省青森河川国道事務所では、「津軽自動車道」をご利用されている方に対し、車

の安全運転支援として冬期間の気象情報、吹雪による視界情報、通行止め開始や解除情報の

メール配信を行っています。 

 メールアドレスがあれば、パソコン、携帯やスマートフォンで登録・利用料は無料で利用

可能となっています。（メール受信にかかる受信料はご利用者の負担となります） 

 下記のアドレスかＱＲコードから登録いただけます。ご利用をお願いします。 

 

 

 

冬の道路は危険がいっぱい。 

津軽道の吹雪などの情報を配信 
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■申告期間 ２月８日（月）～３月１５日（月）（土・日曜日・祭日は除く） 

■受付時間 ９：００～１６：００（11：30～13：00 は休憩時間） 

■申告会場 会場及び申告相談日程表は別紙を参照してください 
 
令和２年１月１日～令和２年１２月３１日の収入や所得控除等について申告してください。

申告期間中は会場が混雑しますので、申告相談に必要な書類は、事前に整理・集計しておくと

ともに、その内容について答えることができる方が申告してくださるようお願いします。  

 なお、申告していないと、所得証明書などの交付や国民健康保険税、各種福祉関係の料金算定・

軽減・支給などの判定ができない場合がありますので、申告が必要な方は必ず申告してください。 

 

◆ 申告が必要な方 （令和３年１月１日現在、深浦町に住所があり、次に該当する方） 

①営業等、農業、不動産、譲渡、一時、配当などの収入があった方（持続化給付金等） 

②給与所得者で、会社で年末調整していない方や、２か所以上の会社から給与を受けた方 

③給与または公的年金等の収入があった方で、ほかにも収入があった方 

④給与または公的年金等の収入があった方で、源泉徴収票に記載されていない生命保険料控除・社

会保険料控除・扶養控除、または医療費控除や寄付金控除・雑損控除などを受けようとする方 

⑤令和２年中に会社を退職した方 

⑥遺族年金・障害年金受給者 

⑦国民健康保険に加入している方 

⑧公共事業（県や町等）や個人で土地等を売った方 

 

◆ 申告が不要な方  

①税務署に所得税の確定申告をした（する）方 

②給与収入のみの方で、勤務先から町に給与支払報告書（年末調整済）が提出されていて、雑損控

除、医療費控除、寄付金控除などを受けない方 

③公的年金等の収入のみの方で、年金支払者から町に公的年金支払報告書が提出されていて、雑損

控除、医療費控除、寄付金控除などを受けない方（遺族・障害年金受給者は申告が必要） 

 

◆ 申告に必要な書類等  

①マイナンバーカード 

（※作成されていない方は通知カードと身元確認書類（運転免許証等）が必要です。） 

②印鑑（認め印で可） 

③給与所得者及び年金所得者は、源泉徴収票 

④上記③以外の方は、所得金額の計算に必要な帳簿書類、領収書等（収入と支出がわかるもの） 

⑤生命保険や地震保険に加入している方は、控除証明書 

⑥国民健康保険等に加入している方は、領収書 

⑦国民年金に加入している方は、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書または領収書 

⑧医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書。セルフメディケーション税制の控除を受ける方は、

セルフメディケーション税制の明細書と検診の領収書または結果通知表等。（どちらかを選択適用） 

※今年度より「医療費控除の明細書」の提出が義務付けられました。医療費控除の明細書は、役場税務

課・大戸瀬支所・岩崎支所にございますので、申告前に必要事項を記入し、申告会場へ持参願います。 

⑨障害者控除の適用を受ける方は、障害者手帳または療育手帳等  

⑩マスク（会場内ではマスクの着用をお願いします） 

⑪その他必要と思われる関係書類 

※「持続化給付金」を受給されている方は、給付額が分かるもの（通帳等）及び支給決定通知書を持参し

てください。 

※昨年の申告時にお渡しした利用者識別番号をお持ちの方は、利用者識別番号を持参してください。 

※領収書の金額集計は申告者本人 

において事前に集計してください。 

令和３年度町県民税等の申告相談を行います 

≪申告に関する問合せ先≫ 税務課 税務係 ℡74-2114（直通）

帳
簿
や
領
収
書
な
ど
の

整
理
を
お
願
い
し
ま
す 



町県民税等申告相談日程 
 

月 日 曜 対象地区 受付時間 場    所 

  8 月 岩 坂 ・ 柳 田 9：00～

11：30 

13:00～

16：00 

大 戸 瀬 支 所 １階 会議室 
  9 火 北金１区 ・ 北金２区 

  10 水 北金３区 ・ 関 

  12 金 晴 山 ・ 田野沢 

２ 15 月 《移動日》  申告システム機器の移動、設置のため申告受付はできません。 

  16 火 沢     辺 

9：00～

11：30 

 

13:00～

16：00 

岩 崎 支 所 １階 会議室 

月 17 水 岩崎下 ・ 岩崎中 

  18 木 岩 崎 上 

  19 金 正     久 

  22 月 森 山  ・ 大間越 

  24 水 松 神 ・ 黒 崎 

  25 木 《移動日》  申告システム機器の移動、設置のため申告受付はできません。 

２月 26 金 風合瀬  ・  長慶平 

9：00～

11：30 

 

13:00～

16：00 

役 場 本 庁 １階ロビー 

  1 月 驫 木  ・  松 原 

  2 火 相野山 ・ 塩見崎 

  3 水 広 戸  ・ 東 野 

  4 木 横 磯 ・ 舮 作 

3 5 金 ３ 区 ・ ４ 区 

  8 月 ６ 区 ・ ７ 区 

月 9 火 川原町 ・ 崎の町 

  10 水 ５ 区  ・  １２ 区 

  11 木 ＜町内全地区＞ 

  12 金 ＜町内全地区＞ 

  15 月 ＜町内全地区＞ 

※当日の朝に風邪のような症状又は３７．０度以上の熱がある場合は、他の日に申告していた

だくようお願いいたします。（申告会場内においても職員が来場者に検温いたしますので、ご理

解とご協力方よろしくお願いします） 

※各会場とも開始直後が混雑しますので、可能な方は時間をずらしておいでくださるようお願

いします。 

 

□問合せ先 

税務課 ＴＥＬ ７４－２１１４ ＜税務課直通 利用時間 平日８時１５分～１７時＞ 
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令和３年４月から保育所等の利用を希望される方の受付を下記のとおり行います。すでに 

認定こども園または保育所を利用している方についても現況届の提出が必要となります。 

 

１ 手続きが必要な方  

①令和３年４月から新たに、認定こども園や保育所の利用を希望される方 

②すでに町内外の保育所などを利用している方で、４月以降も引続き利用を希望される方 

 

２ 受付期間等 

状況に応じて、必要な手続きの内容や受付場所が異なりますのでご注意願います。 

 

①令和３年４月から新たに保育所等の利用を希望される方 

役場福祉課、岩崎・大戸瀬支所、町内の保育施設で用紙を配付しています。 

必要な手続き 受付期間 受付場所 

・支給認定申請書兼保育 
利用申込書 

・児童の健康状況調査票 

１月１２日（火）～２月１５日（月）

８時３０分～１７時 ※土・日・祝日を除く

・役場福祉課子育て支援係 
・岩崎・大戸瀬支所 
・利用を希望する保育施設 

②すでに町内の保育所などを利用している方で、４月以降も引続き利用を希望される方 

現在利用中の施設を通して必要書類を配付します。 

必要な手続き 受付期間 受付場所 

・現況届 
１月１２日（火）～２月１５日（月） 

８時３０分～１７時 ※土・日・祝日を除く

・役場福祉課子育て支援係
・現在利用中の保育施設 

※令和３年４月から新たに下のお子さんも利用を希望する場合は、上記①のとおり支給
認定申請及び保育利用申込みが必要となります。 

 

③すでに町外の保育所などを利用している方で、４月以降も引続き利用を希望される方 

保護者の方へ必要書類を郵送します。 

必要な手続き 受付期間 受付場所 

・現況届 
１月１２日（火）～２月５日（金） 

８時３０分～１７時 ※土・日・祝日を除く 

・役場福祉課子育て支援係
・岩崎・大戸瀬支所 

※令和３年４月から新たに下のお子さんも利用を希望する場合は、上記①のとおり支給
認定申請及び保育利用申込みが必要となります。 

 

３ 提出書類、持ち物 

①全員が必ず提出、持参する物 

（１）子どものための教育・保育給付支給認定申請書（現況届）兼利用申込書…児童１ 

人につき１枚 

（２）父母及び入所を希望するお子さんの個人番号を申込書に記載し、申請者の身元が 
確認できるものの提示（マイナンバーカードや運転免許証・保険証など） 

 
  「認定こども園・保育所」利用のご案内 

（令和３年４月以降の新規利用・継続利用） 
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（３）保育の必要性を証明する書類…父母各々１枚 

保護者の状況（事由） 保育の必要性を証明する書類 

会社員・公務員等 

（勤務内定者も含む） 

・勤務（内定）証明書 
※産休中または育休中の方も提出してください。また、復職後も再提出してください。 

自営業従事者 
・自営業申立書（以下の添付書類を提出した場合は、民生委員の証明は不要） 

※添付書類：確定申告書若しくは、営業内容が分かる広告や名刺等 

農業・漁業従事者 ・農業・漁業申立書 

内職従事者 
・内職証明書（以下の添付書類を提出した場合は、民生委員の証明は不要） 

※添付書類：内職の内容が分かる書類、請負契約書、納品書等 

出産予定 
・母子手帳のコピー 
※保護者氏名・住所欄・出産予定日が分かるもの 

保護者自身の疾病 

親族等の介護、看護 

・医師の診断書、障害手帳のコピー、介護申立書 
※本人または被看護者が保育できない状況、期間が分かるもの 

学校・職業訓練等在学 ・在学証明書や学生手帳等 

求職者 ・求職活動申立書 

※以下の条件に該当する方のみ提出が必要な書類 

ひとり親世帯 
・戸籍謄本  ・児童扶養手当証書  ・その他分かるもの 
※上記のいずれか１点（コピー） 

令和２年１月２日以降に

深浦町に転入された方 

個人番号による情報連携により、市町村民課税（所得）証明書
の提出が省略できるようになりました。しかし、自治体によっ
ては税情報の内容を確認できない場合もありますので、追加で
ご提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。 

 

■管内保育施設一覧 

保育施設名 住   所 電話番号  定 員（名） 

め ぐみ子ども園 関字栃沢８４－９ ７６－２０３９ ３０（保育部分２０） 

認定こども園柳田保育園 柳田字築棒沢１４０ ７６－２１２３ ４５（保育部分４０） 

青い鳥保育園 深浦字中沢３－１ ７４－２７３７ ２０ 

えの木 保 育 園 横磯字下岡崎８９－５ ７４－３４３１ ３０ 

みよし保 育 園 追良瀬字塩見山平１９５－１ ７４－３９５１ ２０ 

みはる保 育 園 風合瀬字上砂子川１５８－７ ７６－３０３４ ３０ 

銀 杏 保 育 園 北金ヶ沢字塩見形３０－９ ７６－２２７９ ２０ 

き ら ら 保 育 園 正道尻字小礒１１０－２３ ７７－２８２４ ３０ 

 

□問合せ先 

 福祉課 子育て支援係  ＴＥＬ ７４－２１１７ 
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アオーネ白神地内の雪景色と冬ならではの運動を楽しむため、教育委員会並びに十二湖

森の会では、歩くスキー＆トレッキングを共同で開催します。 

雪化粧をした木々や白銀に輝く森の景観を眺め、冬を満喫しましょう！ 

 

■日  時   １月３０日（土） ９時～１３時 

 

■集合場所   アオーネ白神十二湖「ヤマセミ」 

（受付時間 ９時～９時２０分） 

 

■内  容   アオーネ白神周遊コースを約２時間かけて歩きます 

※積雪状況や当日の天気等によってはコース変更または中止となる場合 

があります。 

 

■募集人数   小学生以上の町民 定員３０名（スキー１０名、トレッキング２０名） 

        （小学生の参加は保護者同伴とします。） 

 

■用  具   必要な方にはスキー、かんじき、スノーシューを貸し出しします。 

ただし、サイズ等数に限りがありますので、ご了承ください。 

（先着順となります。） 

 

■持 参 品   飲み物、防寒具、手袋、長靴、着替えなど 

※昼食は主催者で、だまこ汁を準備します。 

 

■参 加 料   １人５００円（保険料等を含む） 

 

■申込期限   １月２２日（金）正午までに、参加希望者は下記申込書の内容を電話・ 

ＦＡＸでお知らせください。 

 

■申 込 先    教育委員会 教育課（深浦字苗代沢８４－２ 役場３Ｆ） 

        ＴＥＬ ７４－４４１９ ＦＡＸ ７４－３０５０ 担当 社会教育係 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

歩くスキー＆トレッキング 申込書 

氏  名  年齢   歳 性 別 男 ・ 女 

住  所 深浦町大字 連絡先  

参加区分 

歩くｽｷ（ー 持参 ・ 借用 ） 身長   ㎝ 
靴の 

サイズ 
    ㎝

トレッキング（ 持参 ・ 借用かんじき ・ 借用スノーシュー ） 

アオーネ白神 歩くスキー＆トレッキング 
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